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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、以下のとおりであります。
(1)取締役と監査役の責任を明確にすること
(2)タイムリーな情報開示により、経営の透明性及び効率性を追求すること
(3)企業価値を高め、公正な経営を実現すること

外国人株式保有比率 10%未満

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

ＶＴホールディングス株式会社 20,444,000 72.62

楽天証券株式会社 189,300 0.67

宮本誠 180,056 0.64

森元日出男 170,000 0.60

三木谷晴子 122,500 0.44

篠田和幸 100,000 0.36

坂本博 67,000 0.24

輪崎智美 65,800 0.23

広島慎太郎 56,200 0.20

日本証券金融株式会社 52,100 0.18

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 ＶＴホールディングス株式会社 （上場：東京、名古屋） （コード） 7593

―――

上場取引所及び市場区分 東京 マザーズ

決算期 3 月

業種 小売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

支配株主との取引については、契約条件及び市場等を参考にし合理的に決定されており、一般的な取引条件と同様に決定しております。



５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

VTホールディングス株式会社グループにおいて、当社以外の自動車関連子会社はディーラー事業を中心とした国内での自動車販売等を行って
おり、当社は国内での販売需要の少ない中古車を海外へ販売する自動車輸出事業を担っております。また、ディーラー事業を行っている同社グ
ループの子会社は、主に国内の個人顧客への販売を行っておりますが、当社の国内への販売は、主に再オークションによる出品や中古車販売会
社への販売であり、国内販売に際して競合することはありません。
VTホールディングス株式会社は、関係会社がその自主性を発揮した上で事業目的を遂行し、グループ全体として安定成長するための指導育成
及び管理上の諸事項について、関係会社管理規程を定めて運営しております。当社は、同規程に基づき、四半期毎に開催される各関係会社の
代表取締役及び担当役員が出席するグループ会議に出席し、当社の四半期の業績、今後の事業の見通し、設備投資及び人員計画の報告を行
っておりますが、当社の経営に関する意思決定については、同社に事前承認を要することは一切なく、当社の独立性を妨げていないと考えており
ます。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

【取締役関係】

会社との関係(1)

会社との関係(2)

【監査役関係】

組織形態 監査役設置会社

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 1 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数 0 名

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

竹内穣 他の会社の出身者

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

竹内穣 ―――

長年役員として会社経営に携わった幅広い知
識と経験から、社外取締役としての職務を適切
に遂行いただけるものと判断し、社外取締役と
して選任しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名



監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

会社との関係(1)

会社との関係(2)

【独立役員関係】

その他独立役員に関する事項

【インセンティブ関係】

監査役の人数 3 名

監査役は、当社会計監査人である監査法人東海会計社と定期的に会合を開催し、現在の監査体制及び実施した監査状況等について説明を行う
とともに、助言等を受けております。また、監査役は、内部監査委員会の実施した内部監査及び内部統制に係る独立的モニタリングの結果から出
された課題、提言事項等の報告を受けるとともに、内部監査委員会が課題へのフォローアップを行う上での助言及び提案等を行っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

柴田和範 公認会計士 ○

鹿倉祐一 弁護士 ○

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

柴田和範 年間報酬総額 600千円

公認会計士の資格を有し、会計に関する専門
的見識に基づき客観的・中立的な立場から、
当社の業務執行に対する監査を行うことが可
能と判断し、社外監査役として選任しておりま
す。

鹿倉祐一 ○
年間報酬総額 600千円
独立役員

弁護士の資格を有し、法律に関する専門的見
識に基づき客観的・中立的な立場から、当社
の業務執行に対する監査を行うことが可能と
判断し、社外監査役として選任しております。
また、当社との利害関係がないことから、一般
株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、
独立役員として指定しております。

独立役員の人数 1 名

―――



該当項目に関する補足説明

該当項目に関する補足説明

【取締役報酬関係】

該当項目に関する補足説明

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

労働と対価のバランスは概ね取れていると認識しており、特段のインセンティブ付与制度がなくとも、十分なモチベーションに基づいた活動ができ
ていると理解しております。

ストックオプションの付与対象者

―――

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

取締役の年間報酬総額 14,460千円

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無

なし

―――

サポートに関する専従組織はありませんが、必要に応じて適宜管理部で対応しております。

当社は、監査役会制度採用会社であります。
(取締役会)
取締役会は取締役６名(うち社外取締役１名)で構成されております。経営上の重要事項決定機関である取締役会は取締役会規程に基づき、定時
取締役会を月１回、臨時取締役会は必要に応じて随時開催しております。株主総会に係る決議事項につきましては取締役会において決定してお
ります。また、当社は会社運営に関する状況を効率的に把握するため、取締役会とは別にマネージャー会議を月１回、各部署での会議を随時、担
当取締役参加のもと開催しております。
(監査役会)
社外監査役２名を含む監査役３名は取締役会のほか、重要な会議に出席し、取締役の職務執行について厳正な監視を行っております。また、当
社会計監査人である監査法人東海会計社と定期的に会合を開催し、現在の監査体制及び実施した監査状況等について説明を行うとともに、助
言等を受けております。さらに、内部監査委員会の実施した内部監査及び内部統制に係る独立的モニタリングの結果から出された課題、提言事
項等の報告を受けるとともに、内部監査委員会が課題へのフォローアップを行う上での助言及び提案等を行っております。
(内部監査委員会)
代表取締役社長に直属する部署として設置しており、事業活動が適法かつ適正であるかを検証及び監査しており、監査役会及び会計監査人と連
携を図り部署への助言及び提案等を行っております。また、不適切な取引等を防止するため、親会社及び子会社の内部監査室と協力し十分な情
報交換を行っております。さらに、内部統制部門が行った内部統制評価について、運用全般にわたる独立的なモニタリングを行っております。
(会計監査)
会計監査を担当する会計監査人として、監査法人東海会計社と監査契約を締結しており、会計監査を受けております。監査法人東海会計社は公
正不偏の立場で監査を実施しております。
業務を執行した公認会計士の氏名 吉田正道（監査法人東海会計社）

 大国光大（監査法人東海会計社）
監査業務に係る補助者の構成 公認会計士３名

当社は、監査役会制度採用会社であり、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外監査役による監査を実施しております。また、
社外監査役は、常時取締役会に出席し、客観的かつ中立的な発言がなされております。更に、取締役会において多様な視点から適切な意思決
定を行うとともに、その監督機能の一層の強化を図ることを目的に、平成27年６月19日開催の第27期定時株主総会において社外取締役を新たに
選任しております。よって経営監視機能が十分に機能する体制が整備されていることから、以下のような体制を採用しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

２．ＩＲに関する活動状況

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

実施していません。

補足説明
代表者自身
による説明

の有無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

年2回本決算及び第2四半期決算発表後に、決算説明会を開催しております。 あり

IR資料のホームページ掲載
決算短信及び四半期の業績、有価証券報告書（ＥＤＩＮＥＴ提出）、報告書等の
情報、決算説明会資料等を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 管理部内において責任者及び担当者を各１名置いております。

実施していません。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

１．概要
会社法第362条第5項に基づく当社の「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社の業務の適
正を確保するために必要な体制の整備」
代表取締役により具体的に実行されるべき当社の内部統制システムの構築において、代表取締役が遵守すべき基本方針を明らかにするととも
に、会社法施行規則100条の定める内部統制システムの体制整備に必要とされる各条項に関する大綱を定めるものである。内部統制システムの
構築は、担当者の下で、可及的速やかに実行すべきものとし、且つ、内部統制システムについての不断の見直しによってその改善を図り、効率的
で適法な企業体制を作ることを目的する。
２．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役会は、取締役会規則その他の規程に基づき、経営上の重要事項について決定を行い、または報告を受ける。取締役は、取締役会の決定
事項に基づき、各々の職務分担に応じて職務執行を行い、使用人の職務執行を監督するとともに、その状況を取締役会に報告する。また、各取
締役は、他の取締役の職務執行の法令及び定款への適合性に関し、相互に監視する。
３．取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役の職務の執行に係る情報・文書（以下、職務執行情報という。）の取り扱いは、当社社内規程及びそれに関する各管理マニュアルに従
い、適切に保存及び管理（廃棄を含む。）の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等を行う。
(2) 職務執行情報をデータベース化し、当該各文書等の存否及び保存状況を直ちに検索可能とする体制を構築する。
(3) (2)に係る事務は、当該担当役員が所管し、(1)の検証・見直しの経過、(2)のデータベースの運用・管理について、定期的に取締役会に報告す
る。
４．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社は、代表取締役社長に直属する部署として、内部監査委員会を設置し、同委員長がその事務を管掌する。
(2) 内部監査委員会は、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、監査実施項目に遺漏なきよう確認し、必要があれば監査方法の改
定を行う。
(3) 内部監査委員会の監査により法令及び定款に対する違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、発
見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について直ちに内部監査委員長及び担当部署長に通報される体制を構築する。
(4) 内部監査委員会の活動を円滑にするために、関連する規程（与信並びに債権管理規程、経理規程等）、マニュアルなどの整備を各部署に求
め、また、内部監査委員会の存在意義を全使用人に周知徹底し、損失の危険を発見した場合には、直ちに内部監査委員会に報告するように指導
する。
５．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 経営計画のマネジメントについては、経営理念を機軸に毎年策定される年度計画及び中期経営計画に基づき各業務執行ラインにおいて目標
達成のために活動する。また、経営目標が当初の予定通りに進捗しているか業務報告を通じ定期的に検査を行う。
(2) 業務執行のマネジメントについては、取締役会規則により定められている事項及びその付議基準に該当する事項についてはすべて取締役会
に付議することを遵守し、その際には経営判断の原則に基づき議題に関する十分な資料が全役員に配布される体制を構築する。
(3) 日常の職務遂行に際しては、業務分掌規程、職務権限規程等に基づき権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業
務を遂行する。
６．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 全使用人に法令及び定款の遵守を徹底するため、管理部長の責任のもと、コンプライアンス・マニュアルを作成するとともに、全使用人が法令
及び定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制としての内部通報制度を構築する。
(2) 万一コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、その内容・対処方法案が管理部長を通じ、取締役会、監査役会に報告される体制
を構築する。
(3) 管理部長は、コンプライアンス・マニュアルに従い、担当部署にコンプライアンス責任者、その他必要な人員配置を行い、且つ、コンプライアン
ス・マニュアルの実施状況を管理・監督し、使用人に対して適切な研修体制を構築し、それを通じて使用人に対し内部通報ガイドライン及び内部通
報相談窓口の設置等、さらなる周知徹底を図る。
７．当社及びその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 内部監査委員会は、子会社に損失の危険が発生し、内部監査委員会がこれを把握した場合には、直ちに発見された損失の危険の内容、発生
する損失の程度及び当社に対する影響等について、当社取締役会及び担当部署長に報告される体制を構築する。
(2) 当社と親会社及び子会社との間における不適切な取引または会計処理を防止するため、内部監査委員会は、親会社の内部監査室及び子会
社の内部監査室またはこれに相当する部署と十分な情報交換を行う。
８．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(1) 監査役が専任スタッフを求めた場合には、使用人を１名以上配置する。
(2) (1)の具体的な内容については、監査役の意見を聴取し、関係各方面の意見も十分に考慮して決定する。
９．監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、監査役会の同意を必要とする。
10．取締役及び使用人が監査役会又は監査役に報告するための体制その他の監査役会又は監査役への報告に関する体制
(1) 取締役及び使用人は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。
(2) (1)の報告・情報提供としての主なものは、次の通りとする。
・当社の内部統制システム構築にかかわる部門の活動状況
・当社の子会社等の監査役及び内部監査部門の活動状況
・当社の重要な会計方針、会計基準及びその変更
・業績及び業績見込みの発表内容、重要開示書類の内容
・内部通報制度の運用及び通報の内容
・社内稟議書及び監査役から要求された会議議事録の回付の義務付け
なお、監査役は、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図る。
11．その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役会は、監査役が取締役会及び重要な機能会議等に出席する体制を整備すると共に、定期的に代表取締役社長、内部監査委員会及び会
計監査人と意見交換する機会を設ける。

反社会的勢力による被害の防止及び反社会的勢力の排除について、グループ行動規範において「暴力団、総会屋、テロ集団等の反社会的勢力
による要求に屈することが、結果的に反社会的な行為を助長することを十分に認識し、反社会的勢力に対しては、全社を挙げて毅然とした態度で
臨み、一切の関わりを持たない」旨を規定し、役員及び使用人へ周知徹底する。反社会的勢力による不当要求等がなされた場合は、管理部を統
括部署として必要な対応体制を編成し、顧問弁護士や警察等の外部の専門機関と連携して対応を行う。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

該当項目に関する補足説明

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

買収防衛策の導入の有無 なし

―――

―――


